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Ⅰ：序………総合計画の策定にあたって

１．合併に伴う総合計画の再編

伊達市は、少子高齢社会の到来、ひっ迫する地方財政といった今日の地方自治体の困
難な課題に立ち向かい、地方分権による自主自立のまちづくりの基礎固めを行うため、
平成18年３月、大滝村との合併を実現しました。
当時、伊達市は第五次、大滝村は第４次の総合計画を策定しており、いずれも平成23

年度までの計画期間を有しておりましたが、新生自治体が誕生したことから、新しい伊
達市のまちづくりを明らかにする最上位計画として、第六次伊達市総合計画を策定する
こととしました。

２．人口の減少傾向

我が国では、全国的に少子化と高齢化が顕著となり、平成17年には死亡数が出生数を
上回る人口減少社会に転じました。道内の多くの市町村においても、少子高齢を伴う人
口減少はすでに進行しており、今後さまざまな分野の問題が懸念されます。特に、少子
高齢社会は生産年齢人口の減少を伴い、地域社会を持続的に支える産業生産力の低下を
招くことから、地域社会の維持が一層困難になることが予想されます。
伊達市の場合、国勢調査のデータをもとに行ったコーホート法※に基づく将来人口の

推計によると、老年人口（65歳以上）は増加が予想されるものの、年少人口（０～14歳）
と生産年齢人口（15～64歳）は今後も減少が続き、全体としては人口が減少するものと
予想されます。計画期間10年間を過ぎますとこの傾向はさらに顕著なものになると推測
されることから、人口の減少をいかに緩和するかという課題に取り組む必要があります。

伊達市の人口推移と推計�
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注：現在の状況がそのまま続いた場合を想定した将来人口の推計です。将来の目標値ではありません。
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●コーホート法

年齢別人口の加齢に伴って
生ずる年々の変化をその要因
（死亡、出生、および人口移
動）ごとに計算して将来人口
を予測する計算方法です。

用 語 解 説
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３．財政の現状

伊達市の普通会計※の歳出決算額は、国の地方交付税の削減等に伴う総額抑制によっ
て、平成10年度以降減少傾向で推移しており、平成19年度の歳出規模は平成10年度と比
較して14.4％の減少となっています。

また、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す「経常収支比率※」は、平成19年度で
97.7％となっており、財政の硬直化が進んでいます。
我が国の経済は、引き続き低成長が予測され、伊達市の財政運営の要となる市税等歳

入の大幅な伸びは期待できません。一方、歳出では、高齢化の進展に伴う扶助費※や社
会資本整備のため発行した市債償還による公債費※が増加しつつあります。今後は、一
層の行財政改革の推進と限られた財源の重点的かつ効率的な配分により、効果的な政策
展開を図ることが重要になっています。

４．まちづくりの新たな戦略に向けて

前述したような人口減少傾向は、経済活動の地域間格差を一層拡大しかねず、また税
収や地方交付税が落ち込むなど財政面でも大きな影響が心配されます。また一方では、
地方分権の進展により地方自治体の体力強化も求められています。
このようなことから、今後の地方自治体は従来の地方行政の運営ということから一歩

進み出た地方行政の経営という視点に立って、政策領域を戦略的に絞り込み、財政や人
材など限られた地域資源をいかに効果的に活用していくかということが不可欠になって
きます。
第六次伊達市総合計画ではこのことを念頭に置き、基本計画に重点政策を盛り込むこ

とにしました。

普通会計歳入・歳出決算額の推移�
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●普通会計

地方公共団体の会計のうち
公営事業会計を除く会計。
伊達市の場合は、一般会計
に公共用地先行取得特別会
計及び霊園特別会計を合算
したものです。
●経常収支比率

人件費、扶助費、公債費等の
義務的支出である経常経費
に、地方税、地方交付税等の
経常一般財源収入がどの程
度充当されているかを示す指
標。市ではおおむね80％以
下が望ましいと言われていま
す。
●扶助費

社会保障制度の一環として、
関係法令に基づき、児童、老
人、生活困窮者等を援助す
る経費です。また、市が単独
で行う各種援助の支出も含
まれます。
●公債費

地方公共団体が借り入れた
地方債の元利償還金及び一
時借入金利子の合算額で
す。

用 語 解 説
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１．計画の構成

総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層で構成します。

１．基本構想

今後のまちづくりに関する、最も基本的な事項を定めます。
めざすべき姿を定める「将来像」、将来像の実現に向けた手立ての体系を示す「政策

の大綱」によって構成します。

２．基本計画

基本構想が示す将来像の実現に向けた政策の大綱を実施するための、さまざまな施策
や事業を体系化したものです。
基本構想を実現するための手立てを、「重点政策」「分野別政策」「地区別まちづくり

の目標と課題」と「計画の進行管理と行政評価」によって示します。

３．実施計画

基本計画を実現するための個別事業を明らかにする計画で、別に定めます。

２．計画の期間

１．基本構想

平成21年度から平成30年度までの10年間とします。

２．基本計画

同じく10年間とします。

３．実施計画

３年単位で毎年ローリングします。
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第六次伊達市総合計画の概要Ⅰ-2




